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市第 103 号議案 

   横浜市環境影響評価条例の一部改正 

 横浜市環境影響評価条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。 

平成24年12月６日提出 

横浜市長 林   文 子 

横浜市条例（番号） 

   横浜市環境影響評価条例の一部を改正する条例 

 横浜市環境影響評価条例（平成22年12月横浜市条例第46号）の一

部を次のように改正する。 

 第８条第２項中「計画段階配慮書（」の次に「第57条の２を除き

、」を加える。 

 第19条第１項中「限る」の次に「。以下「方法書対象市民等」と

いう」を加え、同条の次に次の１条を加える。 

 （方法書説明会の開催等） 

第19条の２ 事業者は、第18条第１項の公告の日から30日以内に、

方法書対象地域内において、方法書の記載事項を周知させるため

の説明会（以下「方法書説明会」という。）を開催しなければな

らない。この場合において、方法書対象地域内に方法書説明会を

開催する適当な場所がないときは、方法書対象地域以外の地域に

おいて開催することができる。 

２ 事業者は、方法書説明会を開催する場合は、その開催を予定す

る日時、場所その他規則で定める事項を記載した書面を、速やか

に、市長に提出するとともに、方法書説明会の開催を予定する日

の10日前までに、これらの事項を方法書対象市民等に周知させな
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ければならない。 

３ 事業者は、天災その他その責めに帰することができない事由に

より、前項の規定による周知をした方法書説明会を開催すること

ができない場合には、当該方法書説明会を開催することを要しな

い。この場合において、事業者は、規則で定めるところにより、

遅滞なく、その旨を市長に届け出るとともに、第18条第１項の縦

覧期間内に、方法書の概要を記載した書類の提供その他の方法に

より、方法書の記載事項を周知させるよう努めなければならない

。 

４ 事業者は、方法書説明会が終了したときは、速やかに、次に掲

げる事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。 

 (1) 方法書説明会の開催に関する周知結果 

 (2) 方法書の概要に関する周知結果 

 (3)  方法書説明会の開催状況並びに質疑及び意見の概要 

第24条中第８号を第９号とし、第５号から第７号までを１号ずつ

繰り下げ、同条第４号中「前２号」を「前３号」に改め、同号を同

条第５号とし、同条中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、

第１号の次に次の１号を加える。 

(2)  第19条の２第４項第３号に掲げる事項 

第27条第２項を次のように改める。 

２ 第19条の２第２項から第４項までの規定は、前項の規定により

事業者が説明会を開催する場合について準用する。この場合にお

いて、これらの規定中「方法書説明会」とあるのは「説明会」と

、同条第２項中「方法書対象市民等」とあるのは「対象市民等」

と、同条第３項中「第18条第１項」とあるのは「第25条第１項」
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と、「方法書の」とあるのは「準備書の」と、同条第４項中「方

法書の」とあるのは「準備書の」と読み替えるものとする。 

 第27条第３項及び第４項を削る。 

第32条第２号中「第27条第４項第３号」を「第27条第２項におい

て準用する第19条の２第４項第３号」に改める。 

第50条第２項の表以外の部分中「第24条第４号」を「第24条第２

号」に、「及び第７号オ」を「、第６号及び第８号オ」に改め、同

項の表第24条第２号の項中「第24条第２号」を「第24条第３号」に

改め、同表第24条第３号の項中「第24条第３号」を「第24条第４号

」に改め、同表第24条第６号の項中「第24条第６号」を「第24条第

７号」に改め、同表第24条第７号アの項中「第24条第７号ア」を「

第24条第８号ア」に改め、同表第24条第７号エの項中「第24条第７

項エ」を「第24条第８号エ」に改め、同表第26条第２項で準用する

第19条第２項、第27条、第28条第２項で準用する第20条第２項、第

29条第１項及び第31条第１項の項中「第27条」を「第27条第１項及

び同条第２項で準用する第19条の２第２項から第４項まで」に、「

及び」を「並びに」に改め、同表第39条第１項の項中「第24条第２

号」を「第24条第３号」に改め、同表第39条第３項の項中「第24条

第４号、第５号及び第７号オ」を「第24条第２号、第５号、第６号

及び第８号オ」に改め、同表第41条第１項第２号の項中「第24条第

２号」を「第24条第３号」に改める。 

第57条の次に次の１条を加える。 

 （法対象事業に係る配慮書の案又は配慮書に対する市長の意見形

成の手続） 

第57条の２ 市長は、法第３条の７第２項の指針で定めるところに
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より、同条第１項の配慮書（以下この条において「配慮書」とい

う。）の案又は配慮書の送付を受けたときは、その旨を公告する

ものとする。 

２ 市長は、法第３条の７第１項の意見を述べるときは、審査会に

対し、当該配慮書の案又は配慮書について環境の保全の見地から

の意見を聴くものとする。 

３ 市長は、前項の意見を述べたときは、その旨を公告するものと

する。 

第66条を次のように改める。 

（法の手続との調整） 

第66条 第２条第２号ただし書の規定にかかわらず、法第２条第３

項に規定する第２種事業を実施しようとする者 (国が行う事業に

あっては当該事業の実施を担当する行政機関（地方支分部局を含

む。）の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする

者）が、法第３条の10第１項の規定による環境の保全のために配

慮すべき事項についての検討その他の手続を行わずに、法第４条

第１項の規定による届出（同項後段の規定による書面の作成を含

む。以下この条において同じ。）又は同条第６項の規定により法

（法第４条を除く。）の規定による環境影響評価その他の手続を

行おうとする場合は、当該第２種事業を実施しようとする者を計

画段階事業者とみなして第８条から第11条まで並びに第13条及び

第14条の規定を適用する。この場合において、第13条第１項中「

第17条第２項の規定により同条第１項に規定する方法書を市長に

提出し、又は前条第１項の規定により配慮市長意見見解書を市長

に提出する」とあるのは「法第４条第１項の規定による届出又は
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同条第６項の規定による通知若しくは書面の作成を行う」と、同

項第１号中「第１分類事業又は第２分類事業」とあるのは「法第

２条第３項に規定する第２種事業」と、同項第２号中「第１分類

事業」とあるのは「法第２条第３項に規定する第２種事業、第１

分類事業」と、第14条第１項中「第17条第２項の規定により同条

第１項に規定する方法書を市長に提出し、又は第12条第１項の規

定により配慮市長意見見解書を市長に提出する」とあるのは「法

第４条第１項の規定による届出又は同条第６項の規定による通知

若しくは書面の作成を行う」と読み替えるものとする。 

２ 前項の規定により計画段階事業者とみなされた者が、法第４条

第１項の規定による届出又は同条第６項の規定による通知若しく

は書面の作成を行うまでの間において、第８条第２項第２号に掲

げる事項を変更した場合については、当該変更後の当該事業が第

１分類事業又は第２分類事業に該当するときは、前項の規定によ

り計画段階事業者とみなされた者が行った計画段階配慮その他の

手続は当該変更後に計画段階事業者となった者が行ったものとみ

なし、当該計画段階事業者とみなされた者について行われた計画

段階配慮その他の手続は当該変更後に計画段階事業者となった者

について行われたものとみなす。 

３ 前項の規定は、第１項の規定により第８条から第11条までの規

定による計画段階配慮その他の手続を行った後に法第４条第３項

第２号の措置がとられたことにより、第１分類事業又は第２分類

事業に該当することとなった場合における計画段階事業者となっ

た者について準用する。 

４ 第８条から第11条までの規定は、法第３条の10第１項の規定に
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よる環境の保全のために配慮すべき事項についての検討その他の

手続を行った後に法第４条第３項第２号の措置がとられたことに

より、第１分類事業又は第２分類事業に該当することとなった場

合における計画段階事業者となった者については、適用しない。 

５ 市長は、前項の規定により第１分類事業又は第２分類事業に該

当することとなった事業について、法の定めるところに従って作

成された書類があるときは、当該書類を、法の規定に相当するこ

の条例の規定による手続を経た書類とみなすことができる。 

６ 前項の規定は、法対象事業であったものが法第３条の３第１項

第２号又は法第５条第１項第２号に掲げる事項の修正により法対

象事業に該当しないこととなった場合で、当該修正後の事業が第

１分類事業又は第２分類事業に該当し、法の定めるところに従っ

て作成された書類があるときについて準用する。 

 附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成25年７月１日から施行する。ただし、次項及

び附則第３項の規定は公布の日から、第８条第２項の改正規定、

第57条の次に１条を加える改正規定及び第66条の改正規定は同年

４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ この条例による改正後の横浜市環境影響評価条例（以下「新条

例」という。）第19条の２の方法書説明会の開催等に係る横浜市

環境影響評価条例（以下「条例」という。）第７条に定める技術

指針の改定に係る行為は、この条例の施行の日（以下「施行日」

という。）前においても、新条例の例により行うことができる。 
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３ 新条例第57条の２の法対象事業に係る配慮書の案又は配慮書に

対する市長の意見形成の手続に係る条例第６条に定める配慮指針

の改定に係る行為は、平成25年４月１日前においても、新条例の

例により行うことができる。 

  （経過措置） 

４ 新条例第19条の２並びに第24条第２号及び第５号の規定は、施

行日以後に条例第17条第１項の方法書を提出する条例第２条第４

号の対象事業に係る同条第１号の環境影響評価、同条第７号の事

後調査その他の手続について適用し、施行日前に条例第17条第１

項の方法書を提出した条例第２条第４号の対象事業、条例附則第

３項の規定により条例の相当する規定により作成された方法書と

みなされた書類を提出した横浜市環境影響評価条例による改正前

の横浜市環境影響評価条例（平成10年10月横浜市条例第41号。以

下「平成22年条例」という。）第２条第４号の対象事業及び平成

22年条例附則第４項の適用のある同項の対象事業に係る条例第２

条第１号の環境影響評価、同条第７号の事後調査その他の手続に

ついては、なお従前の例による。 

 

   提 案 理 由 

 環境影響評価法の一部改正に伴い法対象事業に係る市長の意見形

成の手続に関し必要な事項を定めるとともに、環境影響評価に係る

手続を変更する等のため、横浜市環境影響評価条例の一部を改正し

たいので提案する。 
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 参  考  

   横 浜 市 環 境 影 響 評 価 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案     
                   （下 段  現  行)   
 （ 配 慮 書 の 作 成 等 ） 

第 ８ 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

２  前 項 の 規 定 に よ り 計 画 段 階 配 慮 を 行 っ た 計 画 段 階 事 業 者 は 、 配 

慮 指 針 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 計 画 段 

    第 57 条 の ２ を 除 き 、 
階 配 慮 書 （          以 下 「 配 慮 書 」 と い う 。） を 作 成 
 

し 、 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

  （ 第 １ 号 か ら 第 ７ 号 ま で 省 略 ） 

（ 方 法 書 の 周 知 等 ） 

第 19 条  事 業 者 は 、 前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 公 告 の 日 か ら 10 日 以 内

に 、 対 象 事 業 の 実 施 に よ り 環 境 に 著 し い 影 響 が あ る と 見 込 ま れ 、

方 法 書 の 内 容 に つ い て 周 知 を 図 る 必 要 が あ る 地 域 と し て 規 則 で 定

め る 基 準 に 従 っ て 事 業 者 が 定 め た 地 域 （ 以 下 「 方 法 書 対 象 地 域 」

と い う 。） 内 に 居 住 す る 者 及 び 方 法 書 対 象 地 域 内 に 事 務 所 又 は 事

業 場 を 有 す る 者 又 は 法 人 そ の 他 の 団 体 （ 法 人 そ の 他 の 団 体 に あ っ

て は 、 定 款 そ の 他 の 規 約 に よ り 代 表 者 が 定 め ら れ て い る も の に 限 

  。 以 下 「 方 法 書 対 象 市 民 等 」 と い う 
る                 。） に 対 し 、 当 該 方 法 書 の 
 

概 要 を 周 知 し な け れ ば な ら な い 。 

  （ 第 ２ 項 省 略 ） 

（ 方 法 書 説 明 会 の 開 催 等 ） 
 

第 19 条 の ２  事 業 者 は 、 第 18 条 第 １ 項 の 公 告 の 日 か ら 30 日 以 内 に 、 
 

方 法 書 対 象 地 域 内 に お い て 、 方 法 書 の 記 載 事 項 を 周 知 さ せ る た め 
 

の 説 明 会 （ 以 下 「 方 法 書 説 明 会 」 と い う 。） を 開 催 し な け れ ば な 
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ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 方 法 書 対 象 地 域 内 に 方 法 書 説 明 会 を 
 

開 催 す る 適 当 な 場 所 が な い と き は 、 方 法 書 対 象 地 域 以 外 の 地 域 に 
 

お い て 開 催 す る こ と が で き る 。 
 

２  事 業 者 は 、 方 法 書 説 明 会 を 開 催 す る 場 合 は 、 そ の 開 催 を 予 定 す 
 

る 日 時 、 場 所 そ の 他 規 則 で 定 め る 事 項 を 記 載 し た 書 面 を 、 速 や か 
 

に 、 市 長 に 提 出 す る と と も に 、 方 法 書 説 明 会 の 開 催 を 予 定 す る 日 
 

の 10 日 前 ま で に 、 こ れ ら の 事 項 を 方 法 書 対 象 市 民 等 に 周 知 さ せ な 
 

け れ ば な ら な い 。 
 

３  事 業 者 は 、 天 災 そ の 他 そ の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 事 由 に 
 

よ り 、 前 項 の 規 定 に よ る 周 知 を し た 方 法 書 説 明 会 を 開 催 す る こ と 
 

が で き な い 場 合 に は 、 当 該 方 法 書 説 明 会 を 開 催 す る こ と を 要 し な 
 

い 。 こ の 場 合 に お い て 、 事 業 者 は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 
 

遅 滞 な く 、 そ の 旨 を 市 長 に 届 け 出 る と と も に 、 第 18 条 第 １ 項 の 縦 
 

覧 期 間 内 に 、 方 法 書 の 概 要 を 記 載 し た 書 類 の 提 供 そ の 他 の 方 法 に 
 

よ り 、 方 法 書 の 記 載 事 項 を 周 知 さ せ る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 
 

。 
 

４  事 業 者 は 、 方 法 書 説 明 会 が 終 了 し た と き は 、 速 や か に 、 次 に 掲 
 

げ る 事 項 を 記 載 し た 書 面 を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 
 

(1)  方 法 書 説 明 会 の 開 催 に 関 す る 周 知 結 果 
 

(2)  方 法 書 の 概 要 に 関 す る 周 知 結 果 
 

(3)  方 法 書 説 明 会 の 開 催 状 況 並 び に 質 疑 及 び 意 見 の 概 要 
 

（ 準 備 書 の 作 成 等 ） 

第 24 条  事 業 者 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 対 象 事 業 に 係 る 環 境 影 響 評 価

を 行 っ た 後 、 技 術 指 針 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該 環 境 影 響 評 価

の 結 果 に 係 る 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 環 境 影 響 評 価 準 備 書 （ 第
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59 条 を 除 き 、 以 下 「 準 備 書 」 と い う 。） を 作 成 し 、 速 や か に 、 市

長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

   （ 第 １ 号 省 略 ） 

 (2)  第 19 条 の ２ 第 ４ 項 第 ３ 号 に 掲 げ る 事 項 
 

 (3)    
   （ 本 文 省 略 ） 
 (2)  

(4)    
   （ 本 文 省 略 ） 
 (3)  

(5)  前 ３ 号 
      の 意 見 に つ い て の 事 業 者 の 見 解 
 (4)  前 ２ 号 

(6)    
   （ 本 文 省 略 ） 
 (5)  

 (7)    
   （ 本 文 省 略 ） 
 (6)  

 (8)    
   （ 本 文 省 略 ） 
 (7)  

 (9)    
   （ 本 文 省 略 ） 
 (8)  

（ 説 明 会 の 開 催 等 ） 

第 27 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

  第 19 条 の ２ 第 ２ 項 か ら 第 ４ 項 ま で の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 
２ 
  事 業 者 は 、 説 明 会 を 開 催 す る 場 合 は 、 そ の 開 催 を 予 定 す る 日 時 

事 業 者 が 説 明 会 を 開 催 す る 場 合 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お 
、 場 所 そ の 他 規 則 で 定 め る 事 項 を 記 載 し た 書 面 を 、 速 や か に 、 市 

い て 、 こ れ ら の 規 定 中 「 方 法 書 説 明 会 」 と あ る の は 「 説 明 会 」 と 
長 に 提 出 す る と と も に 、 説 明 会 の 開 催 を 予 定 す る 日 の 10 日 前 ま で 

、 同 条 第 ２ 項 中 「 方 法 書 対 象 市 民 等 」 と あ る の は 「 対 象 市 民 等 」 
 に 、 こ れ ら の 事 項 を 対 象 市 民 等 に 周 知 さ せ な け れ ば な ら な い 。 

 と 、 同 条 第 ３ 項 中 「 第 18 条 第 １ 項 」 と あ る の は 「 第 25 条 第 １ 項 」 
 

と 、 「 方 法 書 の 」 と あ る の は 「 準 備 書 の 」 と 、 同 条 第 ４ 項 中 「 方 
 

法 書 の 」 と あ る の は 「 準 備 書 の 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 
 

                               
３  事 業 者 は 、 天 災 そ の 他 そ の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 事 由 に 

                               
 よ り 、 前 項 の 規 定 に よ る 周 知 を し た 説 明 会 を 開 催 す る こ と が で き 

                             
な い 場 合 に は 、 当 該 説 明 会 を 開 催 す る こ と を 要 し な い 。 こ の 場 合 

                             
に お い て 、 事 業 者 は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 遅 滞 な く 、 そ 

                             
の 旨 を 市 長 に 届 け 出 る と と も に 、 第 25 条 第 １ 項 の 縦 覧 期 間 内 に 、 
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準 備 書 の 概 要 を 記 載 し た 書 類 の 提 供 そ の 他 の 方 法 に よ り 、 準 備 書 

                         
の 記 載 事 項 を 周 知 さ せ る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。 

                               
４  事 業 者 は 、 説 明 会 が 終 了 し た と き は 、 速 や か に 、 次 に 掲 げ る 事 

                          
項 を 記 載 し た 書 面 を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

                       
(1)  説 明 会 の 開 催 に 関 す る 周 知 結 果 

                  
(2)  準 備 書 の 概 要 に 関 す る 周 知 結 果 

                              
(3)  説 明 会 の 開 催 状 況 並 び に 質 疑 及 び 意 見 の 概 要 

（ 評 価 書 の 作 成 等 ） 

第 32 条  事 業 者 は 、 前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 審 査 書 の 送 付 を 受 け た 

 場 合 は 、 こ れ を 勘 案 す る と と も に 、 説 明 会 で の 質 疑 及 び 意 見 並 び

 に 第 28 条 第 １ 項 の 意 見 が 述 べ ら れ た と き は こ れ に 配 意 し て 、 準 備

 書 の 記 載 事 項 に つ い て 検 討 を 加 え 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 環

 境 影 響 評 価 書 （ 以 下 「 評 価 書 」 と い う 。） を 作 成 し 、 速 や か に 、

 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

   （ 第 １ 号 省 略 ） 

   第 27 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 第 19 条 の ２ 第 ４ 項 第 ３ 号 
 (2)                           に 掲 

第 27 条 第 ４ 項 第 ３ 号 

  げ る 事 項 

   （ 第 ３ 号 か ら 第 ６ 号 ま で 省 略 ） 

（ 港 湾 環 境 影 響 評 価 そ の 他 の 手 続 ） 

第 50 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

             第 24 条 第 ２ 号     、 第 ６ 号 及 び 第 
２  第 ４ 章 か ら 第 ６ 章 ま で （       、 第 ５ 号       
             第 24 条 第 ４ 号     及 び 第 ７ 号 オ 

 ８ 号 オ 
    を 除 く 。）、 第 34 条 、 第 39 条 （ 第 ５ 項 を 除 く 。） 及 び 第 41  
  

条 の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 港 湾 環 境 影 響 評 価 そ の 他 の 手 続 に

つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お け る こ れ ら の 規 定 の 適 用 に つ い て

は 、 次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ
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れ ぞ れ 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る 。 

（省       略）  

第24条第３号  

第24条第２号  

（省       略）  

第24条第４号  

第24条第３号  

第24条第７号  

第24条第６号  

第24条第８号ア  

第24条第７号ア  

第24条第８号エ  

第24条第７号エ  

（省       略）  

第26条第２項で  

準用する第19条  

    第27条  
第２項、  
    第27条  

第１項及び同条  

  

第２項で準用す  

 

る第19条の２第  

 

２項から第４項  

 

まで   
  、第28条第  
 

２項で準用する  

第20条第２項、  

      並  
第29条第１項  
      及  

びに   
  第31条第１  
び       

項       

（省       略）  

（省       略）  

第39条第１項  

 

（省       略）  

（省       略）  第 24 条第３号         

第 24 条第２号         
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 （省       略）  

（省       略）  

第39条第３項  （省       略）  

 （省       略）   

           第24条第 
第22条から第33条まで（     
           第24条第 

２号、第５号、第６号及び第８号 

４号、第５号及び第７号オ    

オ               
 を除く。）          

（省       略）  

（省       略）  

第41条第１項第  

２号      

 

  （省       略）   
第 24 条第３号         

第 24 条第２号         

（省       略）  

 

( 第 ３ 項 省 略 )  

（ 法 対 象 事 業 に 係 る 配 慮 書 の 案 又 は 配 慮 書 に 対 す る 市 長 の 意 見 形 
 

成 の 手 続 ） 
 

第 57 条 の ２  市 長 は 、 法 第 ３ 条 の ７ 第 ２ 項 の 指 針 で 定 め る と こ ろ に 
 

よ り 、 同 条 第 １ 項 の 配 慮 書 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 配 慮 書 」 と い 
 

う 。） の 案 又 は 配 慮 書 の 送 付 を 受 け た と き は 、 そ の 旨 を 公 告 す る 
 

も の と す る 。 
 

２  市 長 は 、 法 第 ３ 条 の ７ 第 １ 項 の 意 見 を 述 べ る と き は 、 審 査 会 に 
 

対 し 、 当 該 配 慮 書 の 案 又 は 配 慮 書 に つ い て 環 境 の 保 全 の 見 地 か ら 
 

の 意 見 を 聴 く も の と す る 。 
 

３  市 長 は 、 前 項 の 意 見 を 述 べ た と き は 、 そ の 旨 を 公 告 す る も の と 
 

す る 。 
 

（ 法 の 手 続 と の 調 整 ） 

    第 ２ 条 第 ２ 号 た だ し 書 の 規 定 に か か わ ら ず 、 法 第 ２ 条 第 ３ 
第 66 条   
   市 長 は 、 法 対 象 事 業 で あ っ た も の が 法 第 ５ 条 第 １ 項 第 ２ 号 

項 に 規 定 す る 第 ２ 種 事 業 を 実 施 し よ う と す る 者 （ 国 が 行 う 事 業 に 
に 掲 げ る 事 項 の 修 正 に よ り 法 対 象 事 業 に 該 当 し な い こ と と な っ た 
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あ っ て は 当 該 事 業 の 実 施 を 担 当 す る 行 政 機 関 （ 地 方 支 分 部 局 を 含 
場 合 で 、 当 該 修 正 後 の 事 業 が 第 １ 分 類 事 業 又 は 第 ２ 分 類 事 業 に 該 

む 。） の 長 、 委 託 に 係 る 事 業 に あ っ て は そ の 委 託 を し よ う と す る 
当 し 、 法 の 定 め る と こ ろ に 従 っ て 作 成 さ れ た 書 類 が あ る と き は 、 

者 ） が 、 法 第 ３ 条 の 10 第 １ 項 の 規 定 に よ る 環 境 の 保 全 の た め に 配 
当 該 書 類 を 、 法 の 規 定 に 相 当 す る こ の 条 例 の 規 定 に よ る 手 続 を 経 

慮 す べ き 事 項 に つ い て の 検 討 そ の 他 の 手 続 を 行 わ ず に 、 法 第 ４ 条 
た 書 類 と み な す こ と が で き る 。 

第 １ 項 の 規 定 に よ る 届 出 （ 同 項 後 段 の 規 定 に よ る 書 面 の 作 成 を 含 
 

む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） 又 は 同 条 第 ６ 項 の 規 定 に よ り 法 
 

（ 法 第 ４ 条 を 除 く 。） の 規 定 に よ る 環 境 影 響 評 価 そ の 他 の 手 続 を 
 

行 お う と す る 場 合 は 、 当 該 第 ２ 種 事 業 を 実 施 し よ う と す る 者 を 計 
 

画 段 階 事 業 者 と み な し て 第 ８ 条 か ら 第 11 条 ま で 並 び に 第 13 条 及 び 
 

第 14 条 の 規 定 を 適 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 13 条 第 １ 項 中 「 
 

第 17 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 同 条 第 １ 項 に 規 定 す る 方 法 書 を 市 長 に 
 

提 出 し 、 又 は 前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 配 慮 市 長 意 見 見 解 書 を 市 長 
 

に 提 出 す る 」 と あ る の は 「 法 第 ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 届 出 又 は 
 

同 条 第 ６ 項 の 規 定 に よ る 通 知 若 し く は 書 面 の 作 成 を 行 う 」 と 、 同 
 

項 第 １ 号 中 「 第 １ 分 類 事 業 又 は 第 ２ 分 類 事 業 」 と あ る の は 「 法 第 
 

２ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 第 ２ 種 事 業 」 と 、 同 項 第 ２ 号 中 「 第 １ 分 類 
 

事 業 」 と あ る の は 「 法 第 ２ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 第 ２ 種 事 業 、 第 １ 
 

分 類 事 業 」 と 、 第 14 条 第 １ 項 中 「 第 17 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 同 条 
 

第 １ 項 に 規 定 す る 方 法 書 を 市 長 に 提 出 し 、 又 は 第 12 条 第 １ 項 の 規 
 

定 に よ り 配 慮 市 長 意 見 見 解 書 を 市 長 に 提 出 す る 」 と あ る の は 「 法 
 

第 ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 届 出 又 は 同 条 第 ６ 項 の 規 定 に よ る 通 知 
 

若 し く は 書 面 の 作 成 を 行 う 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 
 

２  前 項 の 規 定 に よ り 計 画 段 階 事 業 者 と み な さ れ た 者 が 、 法 第 ４ 条 
 

第 １ 項 の 規 定 に よ る 届 出 又 は 同 条 第 ６ 項 の 規 定 に よ る 通 知 若 し く 
 

は 書 面 の 作 成 を 行 う ま で の 間 に お い て 、 第 ８ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 に 掲 
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げ る 事 項 を 変 更 し た 場 合 に つ い て は 、 当 該 変 更 後 の 当 該 事 業 が 第 
 

１ 分 類 事 業 又 は 第 ２ 分 類 事 業 に 該 当 す る と き は 、 前 項 の 規 定 に よ 
 

り 計 画 段 階 事 業 者 と み な さ れ た 者 が 行 っ た 計 画 段 階 配 慮 そ の 他 の 
 

手 続 は 当 該 変 更 後 に 計 画 段 階 事 業 者 と な っ た 者 が 行 っ た も の と み 
 

な し 、 当 該 計 画 段 階 事 業 者 と み な さ れ た 者 に つ い て 行 わ れ た 計 画 
 

段 階 配 慮 そ の 他 の 手 続 は 当 該 変 更 後 に 計 画 段 階 事 業 者 と な っ た 者 
 

に つ い て 行 わ れ た も の と み な す 。 
 

３  前 項 の 規 定 は 、 第 １ 項 の 規 定 に よ り 第 ８ 条 か ら 第 11 条 ま で の 規 
 

定 に よ る 計 画 段 階 配 慮 そ の 他 の 手 続 を 行 っ た 後 に 法 第 ４ 条 第 ３ 項 
 

第 ２ 号 の 措 置 が と ら れ た こ と に よ り 、 第 １ 分 類 事 業 又 は 第 ２ 分 類 
 

事 業 に 該 当 す る こ と と な っ た 場 合 に お け る 計 画 段 階 事 業 者 と な っ 
 

た 者 に つ い て 準 用 す る 。 
 

４  第 ８ 条 か ら 第 11 条 ま で の 規 定 は 、 法 第 ３ 条 の 10 第 １ 項 の 規 定 に 
 

よ る 環 境 の 保 全 の た め に 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て の 検 討 そ の 他 の 
 

手 続 を 行 っ た 後 に 法 第 ４ 条 第 ３ 項 第 ２ 号 の 措 置 が と ら れ た こ と に 
 

よ り 、 第 １ 分 類 事 業 又 は 第 ２ 分 類 事 業 に 該 当 す る こ と と な っ た 場 
 

合 に お け る 計 画 段 階 事 業 者 と な っ た 者 に つ い て は 、 適 用 し な い 。 
 

５  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 第 １ 分 類 事 業 又 は 第 ２ 分 類 事 業 に 該 
 

当 す る こ と と な っ た 事 業 に つ い て 、 法 の 定 め る と こ ろ に 従 っ て 作 
 

成 さ れ た 書 類 が あ る と き は 、 当 該 書 類 を 、 法 の 規 定 に 相 当 す る こ 
 

の 条 例 の 規 定 に よ る 手 続 を 経 た 書 類 と み な す こ と が で き る 。 
 

６  前 項 の 規 定 は 、 法 対 象 事 業 で あ っ た も の が 法 第 ３ 条 の ３ 第 １ 項 
 

第 ２ 号 又 は 法 第 ５ 条 第 １ 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 事 項 の 修 正 に よ り 法 対 
 

象 事 業 に 該 当 し な い こ と と な っ た 場 合 で 、 当 該 修 正 後 の 事 業 が 第 
 

１ 分 類 事 業 又 は 第 ２ 分 類 事 業 に 該 当 し 、 法 の 定 め る と こ ろ に 従 っ 
 



市第103号 

138 

て 作 成 さ れ た 書 類 が あ る と き に つ い て 準 用 す る 。 
 

 

 


